
                              

＜総務：文書管理規程＞ 
1 

社外持出厳禁・無断複製複写厳禁 

 
 
 
 
 
 
                                   

文書管理規程 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社なかせ農園 
                      
 
  



                              

＜総務：文書管理規程＞ 
2 

社外持出厳禁・無断複製複写厳禁 

第 1 章  総則 
第 1 条（⽬ 的） 
この規程は、株式会社なかせ農園（以下「当社」という）における⽂書の作成、受発信、処理
および保存等の取扱いに必要な基準を定め、当社の⽂書業務をサツマイモの⽣産・販売をはじ
めとする事業活動において、組織的かつ能率的に運営することを⽬的とする。 
 
第 2 条（定 義） 
この規程において、法⼈⽂書とは、官報、⽩書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に頒
布⼜は販売することを⽬的として発⾏されるものを除く、当会社の取締役⼜は社員が業務上取
扱う⽂書、図⾯⼜は電磁的記録（電⼦的⽅式、磁気的⽅式、その他⼈の知覚によっては認識す
ることができない⽅式で作られた記録を含む。）であって、当社が保有しているものをいう。 
 
第 3 条（⽂書の区分） 
⽂書は、次のとおり区分する。 
（１）機密⽂書 
①極 秘 ………重要事項にて機密に属するもの 
②社外秘 ………社外に漏らすことを禁じるもの 
③親 展 ………社外に発する場合の機密⽂書 
（２）重要⽂書 ……官公庁からの⽂書等で前項以外のもの 
（３）普通⽂書 ……前各項以外の⼀般⽂書 
 

第 2 章  ⽂書の作成 
第 4 条（字 句） 
⽂書は簡易明確に記述することを旨とし、主として常⽤漢字および現代仮名づかいによる平易
な字句および⽂体を⽤いる。 
２．⽂書の年号は⻄暦を使⽤するものとする。 
 
第 5 条（草案の作成） 
⽂書は原則として草案を作成し、上⻑の点検、承認または関係部署との協議を経るものとする。
ただし、⽂書の内容が軽易なもの、常例的なものおよび各種統計表類ならびに特に様式を定め
たものは草案の作成を略することができる。 
 
 

第 3 章  ⽂書の受発信 
第 6条（受発信の所管） 
本社での⽂書の受発信は所管部署が、その他の事業所においては事業所の⻑もしくは事業所の
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⻑が定める担当者が⼀括受付・発送を⾏うことを原則とする。 
 
第 7条（機密・重要⽂書の受付・配付） 
機密または重要⽂書は、管理グループが各担当者に直接配付し、各⾃みずからこれを開封処理
する。 
 
第 8条（普通⽂書の受付・配付） 
普通⽂書は、すべて管理グループまたは各事業所にて定められた者が開封のうえ、各グループ
の⻑または担当者に配付する。 
 
 

第 4 章  ⽂書の処理 
第 9条（処 理） 
⽂書の処理は、正確、迅速を旨とし、かつ責任の所在を明確にすることを要する。 
 
第 10条（成⽂化） 
機密または重要な業務事項は、すべて⽂書にすることを原則とする。 
 
第 11 条（処理⼿続） 
⽂書の配付を受けた各所管部署は、必要に応じてグループの⻑に報告・連絡し、合議・調整等
を⾏ったうえ、遅滞なく処理する。 
 
 

第 5 章  ⽂書の整理・保管 
第 12 条（⽂書の整理） 
⽂書は、原則として各所管部署において整理する。 
２．⽂書は、処理の済んだものと、未了のものとを常に明確にして区分整理し、未了⽂書は、
私蔵することなく常に所定の場所に置き、散逸を防ぐとともに、担当者が不在の場合でも処理
の経過がわかるようにしておく。 
 
第 13 条（普通⽂書の保管） 
普通⽂書の保管は、原則として各所管部署において⾏う。 
２．普通⽂書の保管期間は原則として処理の済んだ⽇から 6 ヵ⽉以上とし、その年末をもって
保管期間の満了とする。 
３．保管を要しない処理済⽂書は直ちに廃却することができる。 
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第 14 条（機密⽂書及び重要⽂書の保管） 
機密⽂書及び重要⽂書は鍵のある箇所に保管する。 
２．⾮常時に、他に優先して搬出する必要のある⽂書は、常に⼀定の場所に保管し、外部より
⾒やすい箇所に「⾮常時持出」の旨を⽰しておく。 
 
 

第６章  ⽂書の保存・廃却 
第 15 条（機密⽂書及び重要⽂書の保存） 
機密⽂書及び⽂書を保存は管理グループが保管する。 
保存⽅法については、紛失や誤廃棄を防ぎ、事後に容易に検索できるよう、種別や時系列等
の⼀定の基準により整理する。 
 
第 16条（保存期間） 
保存⽂書は、保存期間満了⽇を明⽰して保存する。なお、保管期間を終えた普通⽂書で保存を
要しないものは、直ちに廃棄する。 
２．保存⽂書は、保存期間類別、年度順位、機密⽂書等に区分し、適宜箱詰にして⽬録を明記
したうえで保存する。 
 
第 17条（保存年限） 
結了⽂書の保存年数は別表の⽂書保存期間基準表に基づくものとする。 
２．前項の規定に関わらず、法令その他別段の定めがある⽂書については、これらの保存期間
が前項の定める保存期間よりも⻑いものについては、これらの規程を優先する。 
３．この基準により類別しがたいものについては、管理グループマネージャーが指⽰するもの
とする 
 
第 18条（⽂書の引継ぎ） 
組織、業務分掌の変更等により、保存⽂書移管の必要が⽣じた場合は、関係部署と協議のうえ、
⽂書の引継ぎを⾏い、その保存場所を明らかにするため別表の⽂書保存期間基準表更新する。 
 
第 19条（⽂書の廃却⼿続） 
保存期間を満了した保存⽂書は、管理グループマネージャーの責任において廃却する。 
２．保存期間内の⽂書でも管理グループマネージャーが保存の必要がないと認めたときは、で
廃却することができる。 
３．保存期間満了の⽂書で、なお必要のあるものは、管理グループがその保存延⻑期間を定め
る。 
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第 20条（⽂書の廃却⽅法） 
機密及び重要⽂書の廃却⽅法は、原則としてシュレッダーによる裁断処理を⾏う。ただし、こ
の⽅法により難いときは、管理グループマネージャーの指⽰する⽅法による。 
 
 

第７章  改廃その他 
第 21 条（解釈上の取扱い） 
規程の解釈について疑義が⽣じた場合、所管部署の⻑は管理グループマネージャーと協議の
うえ、これを解決するものとし、また必要に応じて代表取締役の決裁によってその解釈を決
定する。 
 
第 22 条（所管部署） 
この規程の所管部署は管理グループとする。 
 
第 23 条（改 廃） 
この規程の改廃は、株主総会の決裁による。 
 
（施⾏及び改定） 
第18条 この規程は、2025 年 3⽉ 1⽇より施⾏する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

＜総務：文書管理規程＞ 
6 

社外持出厳禁・無断複製複写厳禁 

 


